
朝日町 告示第 １９号  

 

　朝日 町成年 後見制 度利用 支援事 業実施 要綱を 次の ように 定める 。  

 

　　平 成３０ 年１０ 月２３ 日  

 

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　 　朝日 町長　 笹　原 　靖　 直　  

 

　　　 朝日町 成年後 見制度 利用支 援事業 実施要 綱  

 

（目 的）   

第１条 　この 要綱は 、判断 能力が 十分で ないた めに 日常生 活に支 障があ る認知 症高

齢 者 、知 的 障 害 者 又は 精 神 障害 者 （ 以 下 これ ら を 「要 支 援 者 」 とい う 。 ）で 、 成

年 後 見制 度 の 利 用 が必 要 と 認め ら れ る 者 に対 し 、 町が 必 要 な 支 援を 行 う こと に よ

り 、要支 援者の 権利の 擁護を 図り、 福祉の 向上に 資する ことを 目的と する。  

（助 成の対 象者）  

第２条 　助成 の対象 者（以 下「対 象者」 という 。） は、老 人福祉 法（昭 和３８ 年法

律 第 １３ ３ 号 ） 第 ３２ 条 、 知的 障 害 者 福 祉法 （ 昭 和３ ５ 年 法 律 第３ ７ 号 ）第 ２ ８

条 及 び精 神 保 健 及 び精 神 障 害者 福 祉 に 関 する 法 律 （昭 和 ２ ５ 年 法律 第 １ ２３ 号 ）

第 ５ １条 の １ １ の ２の 規 定 に基 づ き 、 町 長が 成 年 後見 、 保 佐 若 しく は 補 助（ 以 下

こ れ らを 「 成 年 後 見等 」 と いう 。 ） の 開 始の 審 判 申立 を 行 う 者 又は 成 年 後見 制 度

の 利用を 必要と する者 で次の いずれ かに該 当する ものと する。  

(１ )　生活 保護法 （昭和 ２５年 法律第 １４４ 号） に規定 する被 保護者  

(２ )　町 民税 非課税 者であ り、か つ、成 年後見 等の開 始 の審判 申立に 要する 費用

並 び に 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） に 規 定 す る 成 年 後 見 人 、 保 佐 人 及 び 補

助 人 （ 以 下 こ れ を 「 成 年 後 見 人 等 」 と い う 。 ） の 業 務 に 対 す る 報 酬 等 次 条 に 定

め る 助 成 を 受 け な け れ ば 、 成 年 後 見 制 度 の 利 用 が 困 難 な 状 況 に あ る と 町 長 が 認

める者  

　（助 成対象 費用等 ）  



第３条 　助成 対象費 用は、 次に掲 げると おりと する 。　  

(１ )　 成年後 見制度 審判申 立に要 する費 用の 全額（ 申立書 類作成 代行者 への報 酬）   

(２ )　 成年後 見等開 始の審 判に要 する費 用の 全額   

(３ )　 成年後 見人等 の業務 に対す る報酬 等に 係る助 成金額 は、次 に定め る金額 を

上 限とす る。  

ア　 対象者 が福祉 施設、 病院等 に入所 又は入 院して いる場 合　月 額１８ ，００ ０円  

イ 　対象 者が在 宅の 場合　 月額２ ８，０ ００円  

（助成 金の申 請）  

第 ４ 条 　 前 条 に 規 定 す る 助 成 金 を 申 請 で き る 者 は 、 対 象 者 又 は そ の 成 年 後 見 人 等

（以 下これ らを「 申請者 」とい う。） とする 。  

２　申 請者は 、助成 金の交 付を受 けよう とする とき は、朝 日町成 年後見 制度利 用支

援事 業助成 金 支給申 請書 （様式 第 1 号） によ り、町 長に 申請し なけ ればな ら ない。 

３　前 条第１ 項第３ 号に規 定する 助成金 の交付 を受 けよう とする 成年後 見人等 は、

家庭 裁判所 による 報酬付 与の審 判が決 定した 日か ら２月 以内に 町長に 申請し なけ

れば ならな い。  

（助成 金の交 付決定 等）  

第 ５ 条 　 町 長 は 、 前 条 の 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 助 成 金 交 付 の

可否 の決定 を行う ものと する。  

（助成 金の請 求等）  

第６条 　前条 の規定 により 助成の 決定を 受けた 申請 者（以 下「利 用者」 という 。）

は 、 朝日 町 成 年後 見 制 度 利 用支 援 事 業助 成 金 支給 請 求 書（ 様 式 第２ 号 ） によ り 、

助成 額を請 求する ものと する。  

（届 出の義 務）  

第７条 　利用 者は、 次の各 号のい ずれか に該当 する ときに は、速 やかに その旨 を町

長に 届け出 なけれ ばなら ない。  

(１ )　 住所又 は氏名 を変更 したと き。   

(２ )　 対象者 の資産 状況又 は生活 状況に 変化が あった とき。  

（利用 終了の 届出）   

第８条 　利用 者がこ の要綱 に定め る助成 の利用 を終 了した ときは 、当該 利用者 又は



そ の 成年 後 見 人等 で あ っ た 者は 、 速 やか に そ の旨 を 町 長に 届 け 出な け れ ばな ら な

い。  

　（助 成金の 返還）  

第９条 　町長 は、利 用者が 虚偽の 申請そ の他不 正な 手段に より助 成金の 交付を 受け

た と き又 は 資 産状 況 か ら 助 成金 の 返 還が 必 要 であ る と 判断 し た とき は 、 既に 交 付

した 助成金 の全部 又は一 部を返 還させ ること がで きる。 　  

（委任 ）  

第１０ 条　こ の要綱 に定め るもの のほか 、朝日 町成 年後見 制度利 用支援 事業の 実施

に関 し必要 な事項 は、町 長が別 に定め る。  

　　　 附　則  

　この 告示は 、公表 の日か ら施行 する。  

　  


